
～ビームス ジャパン監修返礼品～

BEAMS JAPAN
（ビームス ジャパン）

日本をキーワードに、幅広いカテゴリーのコンテンツをキュレーションするプロジェクト、BEAMS 
“TEAM JAPAN” の発信拠点。「食」「銘品」「ファッション」「コラボレーション」「カル
チャー」「アート」「クラフト」の構成で日本のさまざまな魅力を国内外に発信します。

（お問い合わせ先）
松阪市産業文化部地域ブランド課 応募担当：森下
電話：０５９８（５３）４１２９ メール：brand.div@city.matsusaka.mie.jp

日本の良品を知り尽くすビームス ジャパンが、松阪市内の事
業者とタッグを組み、返礼品を通して松阪の魅力を発信！
既に返礼品登録がある事業者も、これから登録を検討する事
業者も地元をさらに盛り上げる返礼品づくりにぜひご参加く
ださい！

（応募条件）
・松阪市内で生産、製造、加工されている商品
・松阪市に本店または支店、営業所があること
・ビームス ジャパン担当者による計3回の監修会に参加が可能な事業者

1回目：7月19日（月）～20日（火）
2回目：9月7日（火）～8日（水）
3回目：10月14日（木）～15日（金）

（募集期間）
令和3年5月２７日（木）～６月１５日（火）※郵送による応募の場合は締切当日の消印有効

（応募方法）
応募フォームから応募 → https://logoform.jp/form/TY2e/17133

指定の応募用紙を郵送 → 市のホームページから様式をダウンロード
または、松阪市役所地域ブランド課にて配布
（宛先）〒515-8515 松阪市殿町1340-1

松阪市役所 地域ブランド課 宛

（ご注意ください！）
・ビームス ジャパンが監修する返礼品は、２０～３０品（10事業者程度）を想定してい

ます。ご応募いただいた商品が必ず採用されるものではありません
・本企画は、BEAMS JAPANロゴを使用したコラボレーション商品開発ではありません
・新商品開発が行われる場合等の開発費用は参加事業者負担となります
・応募時点で松阪市ふるさと納税返礼品協力事業者として登録のない事業者が、本企画に

選定された場合、この応募用紙の他に返礼品協力事業者としての申出書及び必要書類の
提出が必要です

！応募フォームまたは応募用紙の注意事項を必ずお読みください！
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